
４
日
の
衆
院
憲
法
審
査
会
で
、

「
立
憲
主
義
」
を
テ
ー
マ
に
招

致
さ
れ
た
参
考
人
の
憲
法
学
者

３
氏
が
そ
ろ
っ
て
、
集
団
的
自

衛
権
行
使
を
可
能
に
す
る
「
戦

争
法
案
」
に
つ
い
て
「
憲
法
に

違
反
す
る
」
と
の
認
識
を
表
明

し
ま
し
た
。
早
大
の
長
谷
部
恭

男
教
授
、
笹
田
栄
司
教
授
、
慶

応
大
の
小
林
節
名
誉
教
授
３
氏
。

参
考
人
は
審
査
会
幹
事
会
で
各

党
が
協
議
し
て
決
め
た
も
の
。

与
党
も
含
め
て
合
意
し
た
参
考

人
全
員
が
違
憲
の
判
断
を
示
し

た
こ
と
で
、
「
戦
争
法
案
」
の

違
憲
性
が
よ
り
鮮
明
に
な
り
ま

し
た
。

集
団
的
自
衛
権
が
許
さ

れ
る
と
い
う
点
は
憲
法

違
反自

民
党
、
公
明
党
、
次
世
代

の
党
が
推
薦
し
た
、
早
稲
田
大

学
法
学
学
術
院
教
授
の
長
谷
部

恭
男
氏
は
、
「
集
団
的
自
衛
権

の
行
使
が
許
さ
れ
る
こ
と
は
、

従
来
の
政
府
見
解
の
基
本
的
論

理
の
枠
内
で
は
説
明
が
つ
か
ず
、

法
的
安
定
性
を
大
き
く
揺
る
が

す
も
の
で
憲
法
違
反
だ
。
自
衛

隊
の
海
外
で
の
活
動
は
、
外
国

軍
隊
の
武
力
行
使
と
一
体
化
す

る
お
そ
れ
も
極
め
て
強
い
」
と

述
べ
ま
し
た
。

海
外
に
戦
争
に
行
く
と

い
う
の
は
、
憲
法
９
条
、

と
り
わ
け
２
項
違
反

民
主
党
が
推
薦
し
た
、
慶
応

大
学
名
誉
教
授
で
弁
護
士
の
小

林
節
氏
は
、
「
仲
間
の
国
を
助

け
る
た
め
海
外
に
戦
争
に
行
く

こ
と
は
、
憲
法
９
条
に
明
確
に

違
反
し
て
い
る
。
ま
た
、
外
国

軍
隊
へ
の
後
方
支
援
と
い
う
の

は
日
本
の
特
殊
概
念
で
あ
り
、

戦
場
に
前
か
ら
参
戦
せ
ず
に
後

ろ
か
ら
参
戦
す
る
だ
け
の
話
だ
」

と
述
べ
ま
し
た
。

（
従
来
の
政
府
の
憲
法

解
釈
を
）
踏
み
越
え
て

し
ま
っ
た
の
で
違
憲

維
新
の
党
が
推
薦
し
た
、
早

稲
田
大
学
政
治
経
済
学
術
院
教

授
の
笹
田
栄
司
氏
は
、
「
内
閣

法
制
局
は
、
自
民
党
政
権
と
共

に
安
全
保
障
法
制
を
作
成
し
、

ガ
ラ
ス
細
工
と
言
え
な
く
も
な

い
が
、
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で

保
っ
て
き
て
い
た
。
し
か
し
今

回
の
関
連
法
案
は
、
こ
れ
ま
で

の
定
義
を
踏
み
越
え
て
お
り
、

憲
法
違
反
だ
」
と
述
べ
ま
し
た
。

憲
法
学
者
１
９
０
人
が

「
戦
争
法
案
」
に
反
対

す
る
声
明
に
賛
同

こ
れ
に
対
し
、
菅
官
房
長
官

は
、
「
全
く
違
憲
で
な
い
と
い

う
著
名
な
憲
法
学
者
も
た
く
さ

ん
い
る
」
と
強
弁
し
ま
し
た
が
、

小
林
慶
大
名
誉
教
授
は
「
日
本

の
憲
法
学
者
は
何
百
人
も
い
る

が
、
（
違
憲
で
は
な
い
と
言
う

の
は
）
2
、
3
人
。（
違
憲
と
み

る
の
が
）
学
説
上
の
常
識
で
あ

り
、
歴
史
的
常
識
だ
」
と
言
い

切
り
ま
し
た
。

ま
た
、
明
治
大
学
の
浦
田
一

郎
教
授
ら
38
名
の
憲
法
学
者
が

呼
び
か
け
人
と
な
っ
た
、
「
安

保
関
連
法
案
に
反
対
し
、
そ
の

す
み
や
か
な
廃
案
を
求
め
る
憲

法
研
究
者
の
声
明
」
に
は
、
１

５
０
名
を
超
え
る
憲
法
学
者
が

賛
同
し
て
い
ま
す
。

「戦
争
法
案
」を
廃
案
に

安
倍
内
閣
は
、
国
会
の
期
間

を
延
長
し
、
「
戦
争
法
案
」
の

強
行
成
立
を
ね
ら
っ
て
い
ま
す
。

与
党
推
薦
の
研
究
者
に
さ
え

「
憲
法
違
反
」
と
断
定
さ
れ
た

「
戦
争
法
案
」
は
廃
案
に
す
べ

き
で
す
。
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泉北教組定期大会
同女性部定期大会
6月16日(火)17:30～
和泉コミセン３階ホール

「集団的自衛権」の行使反対。教え子を再び戦場に送るな。

「集団的自衛権の行使が許されることは、従来の

政府見解の基本的論理の枠内では説明がつかず、

法的安定性を大きく揺るがすもので憲法違反だ。

自衛隊の海外での活動は、外国軍隊の武力行使と

一体化するおそれも極めて強い」

長谷部 恭男

自民.公明.次世代推薦

早稲田大学教授

小林 節

民主推薦

慶応大学名誉教授

笹田 栄司

維新推薦

早稲田大学教授


